
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区生活支援員 
（ 第 ２ 層 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ） 

問合せ先  梓川地区地域づくりセンター   担当 田多井 
〒390-1702 松本市梓川梓２２８８―３ 電話：0263-78-3000 FAX：0263-78-3942 

 

梓川地区 

職 種 

１ 人 
 

地区生活支援員 （松本市社会福祉協議会嘱託職員） 

※令和４年５月１日採用 (契約更新の可能性あり（原則更新）) 
 

梓川地区地域づくりセンター （松本市梓川支所内） 
 

 

普通自動車運転免許を有する者 

採用予定日までの間に１～２日程度の研修に参加できる者 
 

松本市社会福祉協議会の職員給与規程による 
 給料月額 158,800円 

 期末勤勉手当、超過勤務手当、寒冷地手当 

 通勤手当 （実費支給、上限 31,600円） 

 社会保険・労災保険・雇用保険加入 
 

月曜日から金曜日まで（土・日、祝日、年末年始は休み） 

勤務時間８時３０分～１７時１５分           

以上を基本としますが、夜間の会議、休日の行事等による出

勤があります。 
 

履歴書を、４月１５日(金)までに梓川地区地域づくりセンター

あてに郵送または持参してください。 

 

一次選考 書類審査 ・ 二次選考 面接 

 

 

勤務予定地 

受 験 資 格 

給 与 等 

勤 務 日 

地区生活支援員は、介護保険法に基づき、市内各地区の地域づくりセンター

に配置されます。 

誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで送り続けられ

るように、困りごとがある方の相談に応じて、地域住民や関係団体、専門機関

とつなげたり、地域の支え合い・絆づくりを支援する仕事です。 

 

募集 

募集人員 

応 募 方 法 

選 考 方 法 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

地区生活支援員こんなことしています 
（ 第 ２ 層 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ） 

※地区生活支援員は令和元年度から現在までに２３地区に配置されており、令和４年度まで 

に全地区（３５地区）への配置を完了する予定です。 

 

 

地区生活支援員の活動紹介

動画もご覧ください。➡ 

 

 

 

 

松本市地区生活支援員活動紹介 検索 

～～生活支援について協議～～ 

関係職員、住民団体との情報交換、

意識統一を図る場に参加します 

 

 

 

 ～～困りごとの把握～～ 

活動に参加し、困りごとをお聞き

したり、つながりづくりのために

サロン立上げ支援も行います 

 

 ～～人材発掘・育成～～ 

地域の支えてくれる人の

支援やボランティア育成講

座の開催等で人材育成をお

こないます 

 

介護予防 

 
 町会サロン 

マッチング 
暮らしていく上で 

困っている 

困っている人の 

手伝いをしたい 

地域のささえあいを支援します！ 

 

ボ ラ ン テ ィ ア     

やってみたいなー 

草がボウボウで気になる

けど誰にも頼めないなー 

雪かきや草取りぐらいならお手伝いで

きるかもしれない 

足が痛くてゴミ置き場ま

で行けないなー 

ひとりで家にいる

と寂しいなー 

体を動かしたいけ

ど一人じゃつまら

ないなー 

つなぐ 

社会参加・つどいの場 

 

 

地域のささえ

あいを支援する

ために様々な場

で活動していま

す。  

 

または 
 

 


